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本校における新型コロナウィルス感染症への対応について 

 

向寒の候 保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、新型コロナウィルスにつきましては、最近、複数の地域での急激な感染者の増加をはじめ、全

国的に感染が拡大しており、県内でもクラスターが発生したほか、連日のように感染者が出ている状況

です。こうしたことから、現在、感染防止のために特に重要な時期であると言われています。 

生徒・保護者のみなさんには、これまでも感染防止に努めていただいておりますが、以下のことにつ

いて再度確認し、一層の感染防止に努めていただくようよろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 生徒に注意してもらいたいこと 

 (1) 健康管理の徹底について 

  ① 生徒は、登校前に検温し、37.5度以上ある場合や、微熱でも風邪の症状（咳、倦怠感、息苦し 

   さなど）がある場合は、登校せず自宅で休養する。  

  ② 「三つの密（密閉、密集、密接）」を避ける。  

③ 手洗いや咳エチケットを徹底する。 

  ④ マスクの着用に努める。 

  ⑤ 十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけ、抵抗力を高める。 

 (2) 通学（登下校）について 

  ① 公共交通機関を利用する場合は、マスクを着用し、列車内等での会話は慎む。 

  ② 降車後は、手洗いなど感染症対策を行う。 

 (3) 感染者が多く発生している地域への旅行等について 

  ① 感染者が多く発生している地域への旅行や感染の心配がある施設等の利用については、慎重に 

判断する。 

  ② 受験等で感染者が多く発生している地域へ行く場合は、感染防止を徹底する。 

 (4) その他 

     本人または家族が濃厚接触者の疑いがあると医師に通告された場合は、すぐに学校に連絡す 

るとともに検査を受ける。 

※ なお、濃厚接触者として PCR検査を受けた場合は、陰性でも 14日間の出席停止となります。 

 

２ 感染防止に係る出欠の取り扱いについて 

 ① 37.5度以上の発熱や、風邪の症状（微熱、咳、倦怠感、息苦しさなど）があるため、登校せず自 

宅で休養した日は出席停止として扱います。医師の診断を受け、指示に従ってください。 

 ② 新型コロナウィルスの感染防止を理由としたもの以外の欠席や、診断の結果陰性と判明した日以

降の欠席は、風邪等による欠席として扱います。 

 

３ 受験その他で県外に行って来た後の登校について 

 ① 県外に滞在している期間を含め、健康チェック（朝の体温測定など）を継続し、異常が無いこと 

を確認の上、登校してください。 

② 感染防止のために生徒を欠席させると保護者が判断した場合は、出席停止とすることができます。 

 ※ 現在、県のガイドライン等では、県外旅行等の後の自宅待機を求めておりません。 


